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○南房総市ダム管理規程 

平成１８年３月２０日 

訓令第３１号 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 ダム等の管理の原則 

第１節 流水の貯留及び放流の方法（第８条―第１７条） 

第３章 洪水における措置に関する特則（第１８条・第１９条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、白浜ダム及び大谷川ダム（以下「ダム」という。）の操作の方法の

ほか、ダム及び白浜貯水池並びに大谷貯水池（以下「貯水池」という。）の管理に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（ダムの用途） 

第２条 ダムは、水道用水の供給をその用途とする。 

（管理主任技術者） 

第３条 ダム管理事務所に河川法（昭和３９年法律第１６７号。以下「法」という。）第

５０条第１項に規定するダム管理主任技術者１人を置く。 

２ 前項のダム管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令

並びにこの訓令の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行

わなければならない。 

（ダム及び貯水池の諸元等） 

第４条 ダム及び貯水池の諸元は、別表第１のとおりとする。 

（定義） 

第５条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 
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(1) 洪水 貯水池への流入量（以下「流入量」という。）が白浜貯水池においては毎秒

３７立方メートル以上、大谷貯水池においては毎秒９．６立方メートル以上であるこ

とをいう。 

(2) 洪水時 洪水が発生しているときをいう。 

(3) 洪水警戒時 ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として

暴風雨警報、大雨警報、風雨注意報又は大雨注意報が行われ、その他洪水が発生する

おそれが大きいと認められるに至ったときから、これらの警報、注意報が解除され、

又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で洪

水時を除く間をいう。 

（貯水位の測定） 

第６条 貯水池の水位は、貯水池水位観測所に設置の水位計により測定するものとする。 

（貯水池への流入量の算定） 

第７条 貯水池への流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯

水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定の

時間で除して算定するものとする。 

２ 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まるとき及びこれが終わるときにおけ

る貯水位にそれぞれ対応する貯水量を別図により求め、これを差引計算して算定するも

のとする。 

第２章 ダム等の管理の原則 

第１節 流水の貯留及び放流の方法 

（流水の貯留の最高限度） 

第８条 貯水池における流水の貯留は、第１９条の処置を行うほか、常時満水位を超えて

はならない。 

（ダムから放流することができる場合） 

第９条 ダムの放流管からの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流する

ものとする。 

(1) 下流における当該水利使用及び他の水利使用等のために河川の流量を確保する必
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要があるとき。 

(2) ダムその他貯水池内の施設の点検整備のための必要があるとき。 

(3) その他やむを得ない必要があるとき。 

（放流の開始及び放流量の増減の方法） 

第１０条 放流管からの放流は、下流の流水に急激な変動を生じないよう放流しなければ

ならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内

において貯水池からの放流量を増加することができる。 

（放流管バルブの操作） 

第１１条 ダムの放流管バルブは、第９条の規定により放流する場合又はダムの放流管の

点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほか、開閉してはならない。 

（放流に関する通知等を行わなければならない場合） 

第１２条 放流管から放流することによって、下流の流水に著しい変化が生ずると認める

場合においてこれによって生ずる危害を防止するために必要と認めるときは、法第４８

条の規定によりダム管理主任技術者は、別表第２の関係機関に通知するとともにダム下

流に警報を行わなければならない。 

（放流に関する警報の方法） 

第１３条 前条の警報は、別表第３の防災行政無線等により行うものとする。 

２ 放流に関する通知等の時期は、次の定めによる。 

(1) 別表第２の関係機関に対する通知は、放流開始の１時間前 

(2) 防災行政無線による警報は、当該地点の水位上昇の３０分前 

（ダムの操作に関する記録の作成） 

第１４条 ダムの放流管バルブを操作した場合は、次に掲げる事項を記録しておかなけれ

ばならない。 

(1) 操作の理由 

(2) バルブの開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻 

(3) バルブの開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量、放流管から

の放流量及び使用量 
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(4) 放流管からの最大放流量及びその生じた時刻 

(5) 第１２条の規定による通知及び警報の実施状況 

（観測及び測定等） 

第１５条 ダム及び貯水池への管理のための観測及び測定は、別表第４に定めるところに

より行うものとする。 

２ 前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他ダム又は貯水池について異常か

つ重大な状態が発生していると疑われるときは、速やかに別表第４に掲げる事項のうち

ダムの状況に関するものの測定をしなければならない。 

３ 観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。 

（点検及び整備等） 

第１６条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械器具及び資材は、定期に、及

び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければな

らない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異状な現象でその影響がダム

又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検

（貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯

水位との関係の検討を含む。）を行い、ダム又は貯水池に関する異状な状態が早期に発

見されるようにしなければならない。 

（異常かつ重大な状態に関する報告） 

第１７条 ダム又は貯水池に関する異状かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、別

表第２によりその旨を報告しなければならない。 

第３章 洪水における措置に関する特則 

（洪水警戒時における措置） 

第１８条 洪水警戒時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。 

(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保するこ

と。 

(2) ダムを操作するために必要な機械及び器具、法第４５条の観測施設、法第３１条の

規定により警告するための広報車、夜間に、外で洪水時における作業を行うため必要
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な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のための必

要な機械器具及び資材の点検及び整備を行うこと。 

(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。 

(4) ダム管理主任技術者は、別表第２の例による法第４６条第１項の規定による通報を

すること。 

(5) 河川法施行規則（昭和４０年建設省令第７号）第２７条の規定の例により、ダムの

操作に関する記録を作成すること。 

（洪水時における措置） 

第１９条 洪水時においては、余水吐による自然越流により洪水処理及び洪水終了後の水

位の低下を行わなければならない。 

２ 法第４９条の規定による記録の作成をすること。 

附 則 

この訓令は、平成１８年３月２０日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３０日訓令第３号） 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日訓令第１号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

白浜ダム 

１ 高さ １８．５m 

２ 堤頂長 ６２．３m 

３ 堤頂の標高 標高５４．０m 

４ 越流頂の標高 標高 ５１．０m 

５ 余水吐 

型式 溢流式 

最大放流能力 ４４．４m３／秒 

断面（越流水深０．８m×越流幅３０m） 
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６ 設計洪水流量 ３７．０m３／秒 

７ 放流管バルブ（排泥管バルブ） 

型式 立形制水弁（口径１５０mm） 

駆動方式 手動 

開閉速度 １分間 １００％ 

全開に要する時間 １分 

バルブ位置 標高 ３５．５m 

全開時放流能力 ０．０２m３／秒（ただし、常時満水位の時） 

８ 貯水池内取水施設 

取水方法 水中ポンプ 

最大取水量 ０．０７１８m３／秒 

大谷川ダム 

１ 高さ ２５．０m 

２ 堤頂長 ５０．０m 

３ 堤頂の標高 標高１１１．０m 

４ 越流頂の標高 標高 １０９．０m 

５ 洪（余）水吐 

型式 自由越流型 

最大放流能力 ３４．５m３／秒 

断面 越流水深１．０m×越流幅１３．２m 

６ 設計洪水流量 ２８．７m３／秒 

７ 放流管バルブ 

型式 電動弁箱ゴムシート型バルブ 

駆動方式 電動及び手動兼用 

開閉速度 １分間 ２５．０cm 

全開に要する時間 １．０分 

バルブ位置 標高 ９４．０m 
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全開時放流能力 ２．１m３／秒 

（ただし、常時満水位の時） 

８ 貯水池内取水施設 

取水方法 ０．５m×０．５m 

取水口より自然流下方式 

最大取水量 ０．０２９m３／秒 

白浜貯水池 

１ 直接流域面積 １．６km２ 

２ 湛水面積 ０．０１４km２ 

３ 設計洪水位 標高 ５２．１０m 

水位計表示 １７．１０m 

４ 計画洪水位 標高 ５２．１０m 

水位計表示 １７．１０m 

５ 常時満水位 標高 ５１．０m 

水位計表示 １６．０m 

６ 最低水位 標高 ３７．０m 

７ 総貯水容量 ２３万m３ 

８ 有効貯水容量 ２０万７，０００m３ 

大谷貯水池 

１ 直接流域面積 ０．８７km２ 

２ 間接流域面積 ０km２ 

３ 湛水面積 ０．０２km２（常時満水位） 

４ 最大背水距離 ０．４９５km（計画洪水時） 

５ 設計洪水位 標高 １１０．０m（水位計表示１１０．０m） 

６ 計画洪水位 標高 １１０．０m（水位計表示１１０．０m） 

７ 常時満水位 標高 １０９．０m（水位計表示１０９．０m） 

８ 最低水位 標高 ９４．０m 
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９ 総貯水容量 １９０．０×１０３m３ 

１０ 有効貯水容量 １７３．０×１０３m３ 

１１ 堆砂容量 １７．０×１０３m３ 

別表第２（第１２条、第１３条、第１７条、第１８条関係） 

白浜ダム 

通知の相手方 通知の方法 摘要 

名称 担当機関の名称 

千葉県 安房地域整備センタ

ー 

加入電話 ０４７０─２２─４

３４１ 

南房総市 市民生活部消防防災

課 

〃 ０４７０―３３―１

０５２ 

館山警察署 滝口駐在所 〃 ０４７０─３８─２

４００ 

大谷川ダム 

通知の相手方 通知の方法 摘要 

名称 担当機関の名称 

千葉県 安房地域整備センタ

ー 

加入電話 ０４７０─２２─４

３４１ 

館山市 民生部社会開発課消

防防災係 

〃 ０４７０─２２─３

１１１ 

南房総市 市民生活部消防防災

課 

〃 ０４７０―３３―１

０５２ 

館山警察署 平群駐在所 〃 ０４７０―５８―０

００４ 

別表第３（第１３条関係） 

白浜ダム 

サイレン拡声機の名称 設置場所 サイレンの構造又は能力 
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南房総市防災行政無線 南房総市白浜町白浜３４６７

番地１（南房総市役所白浜地

域センター） 

  

大谷川ダム 

／サイレン／拡声機／の名称 設置場所 サイレンの構造又は能力 

サイレン拡声機 南房総市山田３６３番地 電池式サイレン付非常メガホ

ン 

南房総市富山浄水場管理事務

所 

定額出力６ワット 最大出力

１０ワット 

ダム地点下流１００m左岸 通達距離 音声時２５０m 

サイレン時２００m 

別表第４（第１５条関係） 

観測及び測定事項 

（その１） 

白浜ダム 

事項 施設 回数 摘要 

名称 位置 構造又は能力 

貯水池水位

及び流入量 

白浜貯水池水位

観測所 

南房総市白浜町

白浜９５９０番

地地先（ダム地

点） 

  毎日 流入量は第７条の

規定による。 

下流河川の

水位及び流

量 

長尾川取水観測

所 

南房総市白浜町

白浜８１２７番

地地先（ダム下

流２km） 

  毎日   

雨量 白浜浄水場雨量

観測所 

白浜浄水場   毎日   
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大谷川ダム 

事項 名称 位置 構造又は能力 回数 摘要 

貯水池水位及

び流入量 

大谷貯水池水

位観測所 

南房総市山田

地先（ダム地

点） 

自記水位計 毎日 流入量は第７

条の規定によ

る。 

下流河川の水

位及び流量 

大谷川水位観

測所 

南房総市山田

地先（ダム下流

１００m） 

自記水位計 毎日   

雨量 大谷雨量観測

所 

ダム地点（ダム

下流１００m南

房総市浄水場） 

自記水位計 毎日   

（その２） 

事項 回数 摘要 

気象 ダム地点の天気、気温 毎日   

水象 使用水量 〃   

ダムの状況 揚圧力 ３箇月に１回 白浜ダムを

除く。 

堤体、基礎及び周辺地山の漏水 毎月１回   

貯水池内及び貯水池上流端付近の推砂の状況 毎年１回   

 


